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電話番披簿:の様式及殻裁の改良iこ就て 電
話
番

嚢に十四年度番蚊簿登行iて際し E 明治二十三年以来の傍統を石/!(T、印刷の鱗裁、電話番貌の字韓、加入者氏名の 競
fお

配列方法等主根本的に改正を致しまし代。 の

改良後一年間の質仰木年三月約八符材川各位にh 新番税制:使用上の使否ふ改良枝すべき制等に 雲
就て御意見を伺びまし土結果B 佑幾多の改良を要する駄があるのを認め、木番臓に於ては大徳、次の様な改 員
良を行ひました。 裁

の
ω 番櫛城山くとの御希望が多数ありまし大ので脚上め使を考ヘー従来菊二俸制であっM のを 2 

縦僕共約一寸小さくして四六二倍判としましに。

(2) 形を小さ〈し頁数を成るべく増加させぬ震に.活字の大さを従来より少さくしました。

(3) 活字を小さくする結果印刷を肘:明にする必要上、見紙を従来よりも上質のものにしまし?こ。

(勾 同姓名の加入者をRIZりすることの出来る絞に同姓名のものK限りパ他人方に設置してあるものは多{(t貸電

話ですから之は職業を掲裁ぜず〉共の職業を掲放することに致しましたコ

(め 迫加番続簿を競り易くするi.0!tC"~製本の方法を改め表紙を従来よ りも土質のものに致しました。

(6) 加入者氏名を探し出し易くする局、従来の絞に氏名の長短を按現せすヘ!司一宇は縦から見ても成るべく同

ーめ行t亡集まる様に致しましに。

共他細まかし、部分に亙って多少の改良を施しましにが.共演を縫けて-;奇抜に詑速する事は見合官ました.

要するに本年度の番銃絡は従来よりは徐陸態裁もよくなれ御使用上にも使利になった事と存じます。

加入者氏名を五十音順に詑べ?こ事比政て iムーfiJ)の加入者 ~11 に拡大分ド使だと云ふ苦↑iE もあ りますが.過去

一年間の質験と多数加入者の御意見tこ徴し五十音JI院に加入者氏名を位ぺることはも共の使用方法に慣れるに

従って、極めて便利であると云ふ感を深くする事がtU~さまし?よから、弦暫く御不伎を辛抱して戴りば&\十御

便利にたる事と存じます。

終りに一言申上げます、電話交換成績の良否J士、加入者各位。此の仕事に封ずる御理解し御使用方法の巧

拙が大紫関係があるのはr!:Jすまでもなし、事であります。共D意味を以て巻頭i亡色々御参考になる様な事柄を

拐載して置きましたから御一談金関仏大いと存じますo~に電話交換づ〉賓況を見て g&:~ 、て御理解を戚ふとい

ふニとは、勝て図満なるサーピスを提供するの近辺であると信じ志すb ら、加入者各位が何時でも局内交換

の資況を御参観下さる様希笠致します。共の一助にも t考へてを首に局合内外の寝員を持入し、別に業務要

覧の項を設け.大箆束京中央電話局の況校なり、経営の{就況が御判わになるtttIHj:.て置きま したから.御ー

貨の祭を得ば幸甚と存巴ます。

太 五 十五年八月

来京中央電話局長卒塚運吉

1こ
就
て

ノ
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く〉鹿{動式露言語の取扱方く〉

電話を御使用になる方は是非

是れだけは心得て遣いて下さい

自
例
式
電
話
の
取
扱
方

-r fJJ告をf定められてあります、例へば大手

(ー)自働式局と手働主党局
(28 )、T.込(34)、[J月谷(35)と云之、具合に定め

られてあります。それで牛込一千六十喬は之れ迄の小石川、高il命、古:11J、牛込、大手、

34-1060、問谷二十呑は 35--0020と云ふ様に四谷、浅草、銀座、浪花、黒田の各電話局は

}Ilj諮枕と 'f誌話-密放と六扱宇で11予ぶのです、
依然交娩手の媒イトlこイ去 る手信b:J:に局であります

111芯語放のどこの{加とrOjうfゐつでも一つ

U)~を~-y:として扱はねばな りませんo 11子υ;出

が、本年度末迄には阪にr=1 恒lJ式)~J とし て 開始

~ 

された京橋、本所、下谷、科目、茅場IIIJの外

〔のとき λしl'0 J~::- ~IQ.らすと中途半端なも

のになって終ひますからは的の加入者には

に新'c.九段、大塚、丸の内、日本橋、芝の五

つな治ミ りませA。

局が fl働式 ε U似合 さ れる f~~:j主 であ りますO

尤も丸の内、日本総ωf{~ )，~jが出来れば、現在

必に少しJilHTI放に枕て説明を致して段ぐ 必

の大手局は底止されます。

安がゐります、白働交換の機械組織と電話

、
線践の関係から東京の会加入区域を二区か

ら入hlû:まで七I~に分け、 別図.の採に各厄 lと(ニ)局番競 と相手方を呼出す

』時の御注意 政偵の'iE芯3子局が況置されますO 各区代数

偵の分局が置がれるので、其の局毎lこ;主ふ

在~~J~をつけて区別するので「牛込の 1234_j 

.局番披の説明と局番抜一覧

局番放は二つり数字、也市5番?1b~は四つの扱

は本来なら「三匝四番の千二百三十四番J
字です、 rOjも数字の一つですから洩さぬ

と呼j{rくさを、便宜上此の区番放と局番涜

践に願びますO

との二似の数字を結ぶ会せて之を「局番競 I

と総へ、牛込なれば134jとしたのです。臼館b式のtE誌では局番銃と して二つの数字
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局番号荒 局 名 局番強 局 名 局番披 局 名

23 ⑨)丸 J内 36 青 山 73 。本 所

笥24 
~ 日本橋 43 ⑨芝 74 墨 国

。紳 回 44 高 輪 83 。下 谷

28 ③大 手 56 。京 橋 84 浅 草
一

33 ⑨九 段 57 ，銀 座 85 小石川

34 牛 込 66 。茅場町 86 (⑨!大 塚

35 四 谷 67 浪 花

-競番局

無印は乎働局⑨は開局議定の白働局⑧は底止さるべき手働局@は白働局
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震を信音-が開乏均のに廻しでも何んにもなり信競音を聞きわけて使用せねばなりません。

ません、受話器をはづ Lても震を信管の開免自働式電話は機械の働作に連れ色々建ふ信

dユときは局内の中継線がふさがってゐるの統音・を機械的に送って使用法を指厨しま

c ですから一旦受話器を掛けて引込み相蛍のす。此の信波音に三種類あって、後伝音、

自
働
式
篭
誌
の
取
扱
方 時間がたつてから叉願以ますO呼出昔、前;中音と申しますo~受信音は受諾

器をはづした時に開走る{言競で小さい初車

が廻る時lと援する擦な微かな淫綴昔がそれ
週轄盤は右へ指止めの所まで早〈確かり廻し

です。

てから指を抜いて頂きますO
呼出昔は廻蒋盤を六廻i博II絞って双方の電

廻樽盤を?廻すのには右手の人差指をお使ぴ話機が接綴された時に後信者側に開乏て(

下さい、鉛筆や iペン」軸な e'をお使。に
る伝競で、「 ツーツー」と断績した音響がそ

なると、往々呼出認を破損することになりれですO

4; 

ますから御注意を願ひますO話中音{土相手方が話中の場会と局線の塞が

b 

って居るときに殺するイ言被で「 ジージー Jと

数字の孔を取逮へたり、廻す途中で止めたり
断綴して間交て〈る信競です。廻特盤を廻

又は後戻りなどのせぬゃう指止迄きっちり廻
す中途で此の信就があ勺たら犬れは局総の

ふさカ2つてゐ ることを知らすのです。
すゃう御注意を願ひますO

若 し11手出しの途中に斯様ミ諜りがゐつ?とな

らばl在ぐに受話器を掛りて更に最初がら i序

び直 して項きます、正 しぐない廻し方をm
相手方を呼び出すには先づ受話器を外し設信

雪を聞いてから呼出器の廻縛盤をお廻し下さ
さると、接績が出来ない計りでな〈往々誤

接綴 となり多重立の人に御迷惑を掛けること

い。

になりますO

を受信吾が問乏ましたら局番披次代電荷番銃

を!順次に廻轄すると機械的に相手方につな

がるのであ bますO 呼出添の構造は極めて

廻轄盤が後戻りして先の位置に復する謹度を複雑で微妙な働 きをする のですから正規の

妨げぬ援にお願ひ致します。

後戻りして蛮位置に来て止まるのには、常

取扱方を厳守せな ければ談後緩や故障の図

となbます。



自
働
式
電
話
の
取
扱
方

29 

ましたら契の箆相手の出て来るのをお待ち下lと一定の速皮を保って居ります、此の速度

さい。は交換機の働〈回有速度と一致させてあり

呼出しを移って双方の電話機がつながるとますから、勝手に之を早(したり交は遅〈

同時代5受信者の方へ呼出昔が聞えたならばして見たりすると交換機の働きに狂ぴを起

受話器~耳iと嘗てた岱相手の出て来るのをきしめるので、設技僚や桜約不能の事故を起

待って項きますO 若し相岱の時間待つでも
すことになりますO

相手が出なければ受諾~~を掛けておな!込み

下 3し、、此の場合は相手方がfEi話援の側lと
使用中に受話器の掛金物を動かさめ稜御注意

応-なし、かして出て求ないのですから。
を願ひますO

若し呼出しの手続中に此の掛金~J勾を動かす

(三)通話中に於ける御注意2こ折角ぞれ迄;とつながった局内線が全部切

れて彩ひます。

遇話中に受話器の鈎金物を上げ下げしたり又
‘L、

は袖などのさはらぬゃう笹p注意を願ひます。

受話W.?の慰金物は平常受諾-器を掛けて泣(呼出しの手緩中に話中脅が問えて家たならば

?ごりの道具でなぐ、之を上げれば呼出手鏡直ぐに安話器を掛けて引込み、暫〈たってか

の第一歩を踏み出したことにな b、自信3式ら呼出しをして頂きますO

では逸話中綿・金物{e動かすと多(の場合は話中音は概して局窓放と電話番絞とのどの

接綴を防たれて終ひますO数字を廻した後lとも閃かれることのある信

手筋式電話を使った慣習で・話が遠いからと裁であります、そして此の信放{こ限って、

か、或は出方がjEいからとか云って之を動一旦問乏出したなら、受話23を外してゐる(' 

がきぬ僚に気~付けられることが大切であ問はイ可iI寺迄も止まない性質のものでありま

bます。すから、若し話中音が問えたならば受話務

を掛けて引込み改めて出て見るやうにして

項~ -;乙いのであります。

呼出器の廻轄盤も逗話中に動かしたり又はい

じったりする己とのない援に御注意を願ひま

す番践の最後の数字を廻し絞って呼出普が聞え
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呼出若手は沼-な泊:らにして相手を呼び出すと

(五)主なる局用電話と非常用云ふ極めて微妙な働きをする機械で、{主な

電話
無担lこも故障を起し易いのでありますから

之が取扱には特に注意して項かねばなりま

自
働
式
電
話
の
取
扱
方 主なる局用電話と非常用電話の番競は、局番

せん。若し通話中に之を動かしたならば遜

競なしの三数字ですから廻韓盤を三度お廻し
誌が途切れたり又は接続が立万rrに切れて終

になればつながりますO
ひますO

電話呑512の取調、交換に関する間会、機械

の故障修迎、事故申告等の23め局へ掛ける(四)話が済んた、時の御注意

時交は出火の際lと消防署を呼ぶ電話は局番話が;湾んだら直ぐに受話誌を元遇りに拠金物

放を附けすに電話香読のみを以て呼出すのにお掛け下さい。

ですO そして局用電芯の番践の多毅は局番辺言??が終つでも受認-添をJj!'けることを忘れ

放なしの三数字に定められてゐりますO 此ますと、何時までも局内線につながって居

の三数字の局用電~li'i は全部無料ですから呼るこ主にな bますがら、若 し此の間に他方3

争出しでも料金はいりませんOら呼んですミても話中昔が出てwrはられるこ

1Mほ白働局所属の加入者番放問合{こ恋するとになるのでありますO 之れはあ互の~~と

係を??;?局内の ~ítijETrに集中して共係の電話非常 な不利~でゐりますから Jgf f:，;~ なことの

は局番波なしの1100J~ と定めであります。会~い伐に御注意を願ひますO

今後白働局所属加入者が需枕を問合せる n1

に限 b、従来の様lと加入者の所在地代{去っ受話器を掛けずに置いたり又は不完全な路け

暢

てそ の所腐を調べ共の局の五百番を呼んで方をして置くと故障定見倣して一時電話線を

居アミ，J[しさはなぐなり、何れの局に属する

加入者の喬践でも総て此の rl00J~~と間合

切って終ひます。

受話23を外してゐることを局の方で知りま

すと、此のことを加入者に注立する~，二局 せればよいので極て簡便になった認ですO

併し香放rm会せ以外の事柄で、通話停止、加から強皮の{言放を途ります。それでも向ほ

入者のw動、共の他交換上の問会等は共のJtの俸に して置かれると、故障と見倣 Lて

関係の事柄が白局なれば局番放なしの f11

4J香へ、他局なれば共の局のr0500J喬へ廊

一時其の線を切りますか ら電話は不通とな

てコてネ多ふので ゐります。
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若し鳴って求12電鈴か続いて鳴って、鳴りひますO

止まぬn寺は、相手方が電話機の側に沼-ない友電話機械類の故陪については、手働式局

か叉はI呼出lと感性、ぬのです c 此の場合はーの加入者の故障の時は従来湿り共の局の

度受諾添をタトし、え受話添をけ1・りれば抜績「六十番JR)邑知するのですO

が切れてfE鈴が鳴り止みます。
自伝li式局の加入者が自局Il司係の故i誌の場合

:二局番放なしで il13j否と三数字で係を呼

(七)自働交換賓施後の賓況に
出し、他局関係の故障の場合は関係他局の

徴しての御注意
I0060J番に通知するのでありますから、関

係局の局番放を加へて六数字で、呼出すので
自働交換に関する電話機の使用方法、使用

あります。
上の注意等に就ては前に述ぺて!官:きました

が、共のJ}t際に沈て御伎!日の 止J~況 1r: 兄ます
(六)共同線加入者の取扱方

ると、電話ーの;J子山や I去H]JdとJi先て甚だ泣・減<;下

iと，巴はれる黒ii泊 ;l~少な〈ないのであります。自(動式局の共同加入者から他の一般加入者を

fJjて之等の事項を特に列記して電話佼用者

各伎の御注訟をf喚起したいと存じます。

呼出す場合の取扱は、自働式局の一般加入者
q 

の場合とききりません、併し同一共同線相互の

出火逗報用電話1112J番の呼出に就て呼出に就ては下記逼リ手議が逮ひます。

1112J需は出火を消防署へ通知する場合にうどづ局喬放を附けす:.rl15J訴を[1手出 して共

のみ呼出す電荷でゐ bますのに、 rr際iとJ1ftのE章受諾23を掛けて一旦引込み、自少の75

て見ると出火の場所を問介すg;;に此の'屯i活高qt~・の電鈴が鳴って来るのを待つのですO

を呼出す向が砂(ないのです。之がmめ治此の際lとil15Jと廻勝機を廻す前代綾fJj昔
宮、

防署が非常な治惑をしてほりますが、若しの求ることを臨めること、 ttの他廻持者~の

此の間会カ>i/見後して庇る際lこ肝心の出火を砲し方などは一般の例代{よくる のです。

通知しようとしても、訂;中となってゐる~受話~~{ç掛けた後代電鈴の鳴るのは相手力

に通知することが山来ない場合が生じて来を呼び出してゐる鐙撲で、相手方が出て受

ますから、 Wiの様なこと のない様に各自注話認を外せば電鈴は鳴り止みますから、一

意せられプといのでゐります。
旦fE鈴が鳴って夫れが止んに時比出て通話

すればよし、のです。
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を申込まれる協会には短距自住区域への時は自働局案内{系と市外記録係の電話に就て

普沼代表番波と其代表加入の電話番援会話:自働局加入者の番銃同会lと感-t.る案内係の

をf、来長ß~pJl~田波への時は長距際電話代表電話は fl00J香であ 9111'外通誌の 1:11込を

自
働
式
電
話
の
取
扱
方

番競と共代表1Jn入の電話番披全部(長距離受付ける記録係の電話は fl01J香で・あ bま

加入電話が一個のみのH寺は共の電話番読のすが、之を混同して呼出す向が多いやうで

み)を記録歪交付者lとお申出を腐びます。す、どちらも仕事の受持ちが違ひますから

íMtま通誌を;b~、される市外各地の相手の方へお悶違ひのない様iこ阪ひますQ

も、前述の代表否~~で巾込をせらる、ゃう、

T家めむ打合せ置き下さいますと、若{言の場三数字で定めた局用電話に就て

会も代表喬競で111・かりますからお互に便利案内係や記録係、のタれと加入者から最も多〈

で御座います。呼出される係の電話は何れも無料で、局番

綾なしの三数字で香放をきめでありますか

争ら、之を呼出されるi祭lとは自働式の加入者

呼出雷や話中音の聞えない場合
は只?ご廻特盤を局番枕なしで三皮fごりお抱

日子出昔、話中音の{言援に就ては前述の通 b
しになれば立 Lいのであります、そして此

でありますが、何れも機械又は交換手続上
の三鍛字の局用電話は白僅u式の加入者-に封

に故障などのない限りは、仰手の出るのを
してのみ必要なので手働式の加入者には杢

待って居る問lと問乏る告のものでゐります
〈関係がありません。

けれども、此の{言波は相手方が白働式であ
備{ま三数字の局用電話をIlf.ぷl祭に局番枕を

ると、手働式であるとに依って、問えて来
附けたり、三数字以外にfOJを附けた bす

るまでの時間に多少の{:日連-がゐ bますが、
ると其の局の加入者につながって共の加入

相営の時間を待つでも聞えない場会があっ者が迷惑します。

たならば、それは設備又は交換上に事故が

あるのですから、一旦切って更に掛け広し

て見て]頁きます。

市外退話を申込む際の注意

自働局代表ffiH定の加入者の方から-f!:i外通話
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電 話

電話交換成績の良否は、機械的設備の完否、電話使用

者の利用方の巧拙、交換手の取扱振の良否に依るの

でありますから‘御使邦になる方も電話と云ふもの

K釣してz充分の理解と向精を以て戴きたいと存じ

ます。

草花相手方の返事が濯し、と云ふ事でし仔細に調ペ

て見れば機械D故障もあり‘相手の出方の遅いのも

あり、使用方法のわるい場合もあり、一慨に交換手

め過ちとのみ申されない場合が寧・ろ多いので‘あのま

す。

諸般の手緩に致しましでも.可成加入者各f立の御便

利を園ると云ふ事を念としては居りますが.イ可分多

数め加入者の事でありますから‘整理及監皆上困難

を来す様な事までは、便宜に取計ひ粂ねるものもあ

ります、従て或る貼まで、は加入者各{)i:も共の事情を

御諒解下さって.蛍局の希望も零れて裁き fニし、と忠

ひますo lfx扱上に就て御気付の梨i又は御不審の黙が

ありましにら‘御遠慮たく御尋ね下さる様希望いた

..・

します。

以下K掲けイニ事は大韓電話を御利用じたるに心得て

置いて裁かねばならぬ事でありますから、是非御一

讃を願ひます。

手紙iJ式局加入者各位が日常電話を御使用の際、疑問

とせらる L様の事は次項に電話問答として絹けて置

きまし?こから併せて御覧下さい。

(ー)手働式局加入者の

電 話 使 用 方 法

電話をお掛けにたる方はrなたも無用な手数と時間

を省く震に、下記の事柄K御注意を願びますc

弓き・
フR 内 電

話
実
内

一般加入者の取扱方

1.手働式の電話から他の何れの局の加入者そ呼ぶ

のにも従来通めの手続でよいのでありますC 受

話器をはづしょFtc営てたま 1交換手の出るのを

待ち、相手方の局名と電話番務と身告けて下さ

い.只此の場合陀「局番披」で請求せぬ様にして

下さい。

電話は可成給仕さんや女中さんに呼ばぜ?に

直接お掛行下さい。

交換手の出れときは.直「に番携を告げ、空

し《突換手を待たぜ泊様iこして下れ、。

局名を局番抵で呼ぶ様な、少しでも交換手の

荷を重くし又(工取扱の手順を狂はぜる‘僚な心

配のある請求の仕方は避げて漬か心と、多数

の加入者に迷惑をかげろことになります。

電話番挽が嬰つ7二ときは、速に御取引先、御

知らぜ下さい。

帯鍛簿l1.常に現在にして置Cことは誠に困難

でありますから、お互にお知らせになるのが

便利です。

相手の電話番践に異動のあつれ ξさは、番51!

簿を訂正して置き何度も五百番や自働 1ω番

へ問合せぬ様κ願ぴます。

度々お憤げになる電話(工、巻尾の電話番披書

抜等へお佐〈置き下さい。

局を呼ぶのiλ 受話器掛金物をあまり長〈上

げ下げして局に信号!Aするときは、交換手が出

・7こ〈も出られね二とがあります。

相手方を呼出しれ僅引込まね様にして下さい

2.相手方が通話I争か又は紋が塞がって居る時は、

交換手から「お話中Jt答へますから、暫くたっ

てから改めてお呼び下さい。
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3.代表呑読の加入者へ掛けるには.代表番披以外 i ます。

の番放を呼ぽぬ様にして下さい。 I7.呼出音も話中音も聞え宇叉相手も IHτ来ない時

呑競簿に大手28-2000(5)とあるのは20∞番か l は受話器を掛りて一旦お引込みを頗ひますO

電
話
案
内

ら2∞4番まであると云ふ事ですから、此の加

入者へ掛けるには大手2000番とお告げになれ

ば、交換手は大手お∞番から2004番迄を調ペ

て話111でないのにつなぎます。

尤も長距離羽詰l:t.其の7t1各のある電話に!決

ります。

代表帯競の加入者が布!手方から、番腕を聞か

れt:とさl工、代表以外の帯腕(土特;へ心事にし

て下さい、掛けに方l:t相手j主主思びます。

4.共同線加入者i二通話する場合ば、車lて其の電話

番読を交換手にお告げ下さい。

「連接」加入者と遁話する場合は、先づ本加入者

を呼出し、本加入者がお出になったら夏に「連

接」と告けて連接加入者につなぐことを依頼し

て下さい。

o.呼出音と話中音とを能く聞き分りて下さ h、。

話中音lt従来通「ミアークーJと断続 Lて問える

信協音であります、呼出昔11.相手番銃をお告

げになってからr~-~ I Jと断殺して問える

信披普であります、音色も遠ひ列別し易い司D

うでありますが.突嵯の揚合聞き設まること

が砂〈なからうかと存じます。

6.呼出音が聞えてから相営の時間待っても相手の

出ない時は一旦受話器を掛けてお引込みを願ひ

ます。

自働式との交換の連絡を良くするおに機械の

一部を改造しました結果、手働式の電話にも

「呼出普Jが聞えることになりましt:。交換手

lこ相手番鳴をお告げになって呼IJI音が問えて

から、相常の時間お待ちになっrも相子の出

ない時は、相手方が留守などなのですから一

旦お引込みを願ひます。

此の時に受諾探を耳に雷て1:億貯金物を三四

回上下し、交換手を呼んで其の旨をお告げに

なら伯と.通話広敷a:査算される廃れがわり

呼出昔、話中昔の信披に就ては前述の通りで

ありますが、何れも機械叉(工交換手続上lこ故

障などの無い限りは相手の出るのを待ってる

聞に必ら?問える筈のものでありますから.

若し問えない場合があつれならば、それは前

と同様な手続で設備又は交換上に事伎がある

~::: 
e・

のですから、受話器を耳に常て?こ億.交換手を

呼んで其の旨をお告げにならねと沼話度数を

登算きれる虞れがあります。

それから、白働式へ掛げ?こ場合の呼iJI官:t:t ~非

常に僚かで殆んど聞きとれないことがあって

甚t~.不便であります断から、之を明瞭に問え

るやうにする矯に改良の手間中であります

が.之が完成される迄は使用上特に出窓して

頂きたいのであります。

8.判らぬ電話番械を間合すのには自働百番又は各

局の五百番をお呼び下さい。

白働式加入者の番披を間合はずおに案内係を

呼ぶ場合には「自働百番Jを請求し、父子働式

局のカII入者番銃を聞くのには夫れ夫~L.所属局

の五百番を呼んで調べさして頂さます。

s 

9.交換手が下認の揚合御尋ねしに事は、明瞭にお

答へ下さいo

Aji11話料金の合同計算でない共同線叉は連接加

入者が他へお掛けになるとき、共の番披叉は

本加入連接加入の区別をお尋ねしfことき、お

答が明瞭でないと遁話皮教の;十算がj昆Iri]ずる

ことになります@

B相手番放を問返したとき又は交換手の問返し

が間違って居fこのを訂正せられぬと相ri主ひ

を起します。

C 相手加入者が出泣い~に交換手を呼H1 され fこ

とき、番号虎の問返しに割-しお答がないと問還

なくつないであるかどうカ、を確める事がHl来



~ 

‘t 

(・

ません。

交換手へは交換以外の事はお話しにならぬ様

に額ひます。

交換手は忙 Lくて辿ても御満足の行C様に、

お答へは出来ない場合が多いばかりでなく、

他の取扱が遅れ.一般の加入者まで迷惑いれ

しますから、「監督j叉tt其の局80∞番(市タト(工

大手28-EQOO)をお呼び出 Lになって、分局長

又は主事へ直接お話し下さい。

|(乙)割担盟主|

1.相手方の昂名、キ存続があい走いであったり、呼

び方が不明瞭で、すと|間遠の因で、お互に迷惑を

しますカら、局名と呑蹴は若手放簿でよく確めて

から、「ハツキリ」とおl呼び下さ U、。

加入者の過失て相手方の呑競を間違へれとき

は有料でありますから.前以てお前ぺ下さ

ν、相手方の番披が不明文ltあいまいで、番腕

待をお調ぺになっても列ら泊主き ltJ~の周五

百番へお零れ下さ ν. 自働式局加入者の番挽

調べは、「自働 100J帯とわ、呼びになれ(1ι ろ

Lいのです。

2.三と千(例へば三十と千十、 三百と千百)ーと
ザュ セニ サユジウ そユ ジウ サユピヤ~ tユヒャ ， イテ

七と八(WUへば十ーと十七と十八〉六と八('{9IJへ
ι1- ィ ιワイテ ジウ ιチ シウ山ヲ

ば六百と八百入十と九〈例へば百十と百九〉等

は間遠ひ易いので、す、一、二(千位百位のとき)
イチ 7~ 

四、七、九、一千は振俄名通りおl序び下さ h、。
ナナ ・キウ イツセ ・

|(丙) 局から呼ばれたとき|

1.ペルが鳴りますから、直ぐに受話器を掛金物か

らはづしE耳にあて「イuJ某で・す」叉は「付j凶作j訴で・

す」と、自分の名又は呑放をお答へ下さし、。

返事{:tr毛る〆毛:YJと云l:t1'"直ぐに名前を答・、

る事にすれば掛げTこ方(1.;j:11手を確める必要も

なく、お互に時間が省ります。

2.遜話中交換手から「毛シ々々」と呼ばれたとき

は、すぐに「話中」と答へて下さい Q お答がない

と話済と認めて、交換手はつないである線計 iE
ります。

お話は可成手短に済まぜる様にして下さい.

他からかげる方が遁話が出来ないtrかりでな

《限りある中継線を塞いで、一般の加入者に

も迷惑をかげます、公来電話予市外通話など

では殊に双方の迷惑になります。

3.通話中切断されたときはB 箸信者は受話器や掛

りすこ儲5受信者から更に呼出して来るのをお待も

下さい。直ぐ局をお呼びになっても双方共「お

話中」とお断りする事になめます。

4.話済のときは直ぐに受話器や掛金物に掛けて下

さh、。

受話器をはづ L放しにする E故障となり.

他から呼んで来てもつなヤ事が悶ませんo

受話器l:t細い方を上にして掛けて下さい。

5.白(動式電話から掛った遁話が狩んでも接続が切

れない時は直ぐに受話器を掛りて引込み‘暫〈

してカ、らl-Hて見て頂きます。

自働式の電話から呼ばれ?こ通話が祷んで引続

いて他へ掛げゃうとしても話が切れずに居る

時l工、受話器を掛けて一旦引込み、更に相営

の時間がたってから出て見るやうに Lて頂き

ます。相手が受話探を掛けずに置《か又は掛

げでも不完全であると局で遊見して切るまで

{!切れ?に屑ます、斯様な時に掛金物をい〈

ら動かしてい勿論切れもせず、 X交換手も

1-1:1ゃう筈がないのですから、一旦引込み一二

分間たってから改めてお掛げ下さい。

6.話。)中途で交換手を呼mすには、手で受話器の

掛金物を静かに(一秒間に一同土下するイ立の速

さで〉三四回上下に動かして下さ k、通話中電

話機を離れる揚合にはE 決して受話器を掛金物

に掛けてはいりまぜん、若しお掛けになると話

演と認め切断致しますQ

案
内

ノ
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共同線加入者の取扱方

可ー

を
こ
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ら

手
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他の加入者へかけるには受話器をはづし、共の相手

方が他t通話中で訟いことを確めて下さい、若し他

と通話中のときは受話器を元遜り掛げて、話が潜む

のを待たねばなりません。

蓮接加入者の取扱方

若手続心云ひ方は「何番から何局何番Jへと云って下さ

ー、 Q 度数料合同計算の加入者は普通の呼びかにでよ

ろしいのですQ

畿電機を砲して局を呼ぶときは受話器を掛けずこ健、同一共同線の相手方にかりるには交換手に相手の番

本加入者を呼出し「局へJと告け、交換手の出るのを慌を告げてから、交換手の合固に依り~度受話器を

待って「連接から仰局何番(相手方電話番披)Jt告掛金物に儲け(交換手が相手へ信競する問)暫くに

尤も度数料合同計算の加入者は.普通けて下さい。つてはづして相手が出るのをお待ち下さい。

話済のときは話湾のの呼ひ'かたでよろしいのですー

受話器を掛けてから必す=議電機の把手合固として、
連接加入者のある本加入者の

他の加入者かを二三回手早く廻さねばなりません、

取扱方 。
ら掛ったときも同様ですO

本カnス者と遜話するときは受話器を掛けた億三議電「本番かち何局何番(相手電話番勝)J

換手に告けて下さい"/tも度数料合同計算の加入者

と云ふ様に交

話が済めば共の億受話器機を廻し本加入者を呼ぴ、

を掛りればよいのです。は、普通の呼び方でよろしいのです。

特換器(スイッチ〉の取扱は中々面倒ですから，下記

言苦遁外(ニ)市
に依ってお取扱ひ下さい.

周を呼ぶ kきt:t軍事換器の把手
C~ マミ〉は平常のま L でよろし
いのです は局在呼んで単ι「言己銭J ~白i市外退話の請求!

常A平

‘=‘ 
働局では 1011局番波及しの三数字〉と廻将盤を廻

連接加入者か
13ら呼んで来た

e ~ 
と言っτ下さい、記録交換手が出て「どもらす)

把手を下方に倒して遁話が沸め
!1:'元の遁り中央に置くのです

へお掛げですか」とお尋ねLましたら、相手の地

名、電話番放と自分の電話番放と遁話種別(例へ

受話器を掛げ把手を上方に倒し
て置き、遁話がi脅ん1::.'合闘があ
つれときは、把手を下方に倒し
í~ ÿ々々 j と呼ぴ膳符がないと
きは直ヤに受話器を掛け次に把
手を元の遁り中央に泣くのです

謹接加入者か
cら「局へjと告

げられ仁とき ば普通報とか至急報とか〉とを告けτ一旦電話を

お切り下さい‘後刻通話のJ@l番が来たとき局から

市什交換手が11I て~~!名番税通話種別な l::_. を反覆 L た

ときは.地名香批種別に間違がないかどうかを Lく

お呼び致します。

受話器を掛けて把手を下方に倒
し、接電機を廻して連~加入者
を呼出してから、把手を上ブfへ
倒して置くのです、 J且話が掠ん
g令闘があったときは.前例に
依り話1脅かどうかを確め把手は
中央に戻してほくのです

灯
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れ
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〈了

御注意下さ』、。

長距離通話は、其の逝話の出来る責特のある加入者

相互間に限ります。但し御自分の方に其の資絡がな

くとも、附近の通話取扱局へ行って請求なされ11'， 

詔話が出来ます(先方が長距離加入でない時(1r呼
出亀話jの方法に依り先方の人を局へ呼出して通話

すると ξが出来ます〉。

代表番鋭の手働局加入者が市外通話を申込むときは

代表者干掠の旨を交換手に告げて下さい、自働局加入

者(工会豆鹿島ft&i域へ申込む時II其の代表番強と其の代

表加入の電話番銃線数を、又長距離区域J、申込むと

きは長距離代表番掠と其の代表加入の長距離電話の

番説会部〈長距離加入電話が一個の時は其の電話番

携のみ〉をお告げ下さい。

市外iffi話専用電話から通話をする揚合は申込の際.

訪求者電話番披のタト.専用電話番観をお告げ下さ 』、。

(例へぽtn入電話浪花百番専用電話浪花専用一番か

ら申込む時(:ti浪花百番の浪花専用一番J)とお告げ

下さい。

市外通話諦求の後(1遁話の順番が何時凍ても、遁話

が出来る様お申込になっ?二番抵の電話は話中でない

ように、又沼話をなさる ffが直マ掛れる様にお仕度

をして置いて下さい。

市外語話の順番が来Tことき民の電話が話 I!rの とき

は、後廻 Lの取扱を致します。但し後認の様に市内

加入者 J話中のときは.市タト通話の種類iこより市内

通話を中断致します。

!;童話匡域|東京から遁話のHt*~区域及

び束京の加入区域内の通話取扱局名は宮尾に指i践

してありよす。

L!_急 通 話 i市外通話の取扱順序は総亡受

HH慣であめますから、特に至急:ぞ要するものは「至

き7

j定h宇一通 話 jは一定の時聞に相手加入者と i電

通話する揚合に利用なきれば大受便利で料金は普!葉

通通話料の四倍です、現在東京から定時遁話区域 11有

になって居る蕗は、巻尾の遜話区域表中①印のあ

る箇所です。

此の申込をするには前日午後六時以後指定時刻〕

時間以前に請求すればよろしいのです、請求の際

は「記録」と呼んで、「定時Je言って希望時刻と時数 i

を附り加へ他は一般市外通話と同じ様にお申込下

さい。

両 ftia豆jは普通遁話料三十銭以上の土

地と の通話で、午後八時から翌日午前七時までに

取扱ふものに限り (申込は午後七時から受付けま

す〉夜間通話として取扱ひ、料金は二、三割方安

くなって居ります。

!市外選者を接績するとき| は加入者を呼んで

共の旨お知らせ我しますから、 1JT1時でも遁話が出

来る様呼ばれた健待って居て下さい、交換手がrぉ

H1になりましたカ、らお話下さいー!と言ったら直ぐ

遁話を始めて下さい。

長距離通話.定時通話、議事J通話をうな「とき、関

係加入者が他の市内加入者と通話中のときは、其の

旨を御l1Jrりして其の遁話を中断 L、市外の遁話をつ

な「ことになって居ります。定時説話やE集約遁話t:t

指定の3ill話時刻前に何時でも遁話が出事る接iこ準備

をして泣いて下さい。

定時通話は取扱上の都合に依れ指定時刻の前後十

五分間繰上げ又は繰下げ取扱ふ ζ とがありまナ。

念j限i 主してお申込にれと 「都車通話」 より Ili竺~話時間|は三純一通話時ほしまし
も先j順位に取般ひます.料金は普通過話料の二倍 i て「お話し下さい」と言つれ時から時間を計りま

です。 す、}度。i通話は他tζ通話の請求がない揚合。
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外.三通話(九分〉を起へて通話することが出来ま 11 一一一一 1 11市外番号虎の間合 l通話区域内各局加入者の電話

せん.但し議約通話E定時通話の取扱上必要あるとー電
話
案
内

きは二通話陀止めることがあります。

話中に時間が来?こときは、交換手から共の旨を各

番鋭で不明のものは、大手6000番(自働局では局

番貌なし三数字の 105番)へお尋ね下さい。

の時間が*たときは共の話を切断致します。

通話時閣の終り毎にお知らせ致します。三通話目 II 一一一一 ~ - ~~ '" ! 

i逼話種別愛更、待合時間の閉会iJ~の他市外遁
1lo 

|市外通話の寂語1は「市外五百番J(自働局では

局番就なし三数字 104番〉を呼んでお申込下さ

い。三えの様な揚合の外は別i二取泊料金は要りませ

ぬ。

話に闘してのお尋ねは、市外五百番(自働局では

局番就なし三数字 104番〉とお告ゆ下きれば111Jれ

の局からでも共の係へつなぎます。

(三)電話の料金

料金の直別其の他
イ、機械線路の故障でなく通話の開始を交換手が

お知らせしゃうとしにときに加入者のどちらか

ど膝答のたいとき(但し請求後普通通話は四十， I料金の!_2Igl] I加入者の納める料金中〈イ〉は

分至急;漣話は二十分間を経過したときは取消料 l 御訴をしてもしなくともお納めにならなければな

は要りません〉。

ロ‘通話のj順番が来て接続ずる旨を交換手が告け

たのに針し加入者のどちらかピ不要.不在等の

~め通話をしない旨の申出のあったとき。

ハ、定時通話の請求を取消し又はH手数を接続通知

話JI'L減少し?ことき。(此の揚合には時聞に関係な

く取泊料が要ります〉。

りません。(ロ)の料金は市内通話をする毎に(ハ〉

は市外通話の都皮1{s末にある市外通話料を納めな

げればなりません。

c; 

{輩濁加l入 間十回

(イ〉基本 ;n話i交同総力n(問、合)二十九回

l連接加入 十六園

〈ロ)度数料 ili内通話一度毎に 三 銭

(民域州入者は外iこ)
五銭づ L要ります

(ハ)ilj外通話料 111外通話をする度毎に別に定め

|呼 出 電 話|は電話に加入して居ない人を l ちれ7こ料金

l 基本料は屯訟に力11入して居る問は電話機を一時取
附近の局へ呼出して貰って通話する方法でありま i

| 外してあっても共の料金は徴牧されますe
す。此の請求をするには大手7000番(白働式局で '

は28-7000番〉を呼出しJ目手の居所氏名と自分の

電話番援をお告川左わばよろしいのですバ自働 11料金 寂 泊二i次の様場合は齢が出来ぬ

局加入者へは相手の居所氏名を局から改めて呼il&1 のですから無料になります。(ハ〉の様な揚合には

へしてお聞きしますっ請求者は呼出料D外に相手| 受話器を掛けす-;;~こ掛金物を二、 三回上下して交換

が出たときに通話するに要する通話料とを納めな

じればゐ:1Jません。

手を呼び共の旨を告げて下さい.さもないと有料

にな Dます。
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(イ〉相手方向前中叉ほおIHにならないとき 11開品開設E青空笠l増設機械の撤去、長崎

(ロ) 相手方が盗品ニ 機械取外、設信専用.通話 I Or:.:，}rll，:;:l'.，，=--1".lI;1.:.PB ~_ ri<: _， ~ .... .l.B ̂...l. ._~:U.t1"" .-+:.......J... '" I 
距離通話装置を廃止する場合は営該期の末日から|案

停止等の潟接続のtH3fミぬとき I I -，--M~J_""""""'_ -U.:'~~.-._~~ _ I .. _~_~.. _... ." _，.__， .L.ua.J....ll.._ I 内| 十五日前に其の撤慶の請求をなさらぬと、機械や.， 4 

(ハ〉 局の過失で相手番放を間違へたとき又は話 ii 装置は撤慶されて居てもも次期分の料金は全額納

中の加入者へつないだとき | l めなければなりません。

(ニ〉 電話吋障があって通活が出来ぬとき | 他人名義掲載h 重複掲載駿止の場合ふ毎年三月

(ホ〉 市外通話のm規則l亡依て切られたとき l 
| 十六日まで陀取消請求がなレと、番競簿に掲載し

加入者の不注意吋u手方の樹立を間遠へ仁左きは! なくても、次の年度分の料金は金額納付 しなけれ

無料にはなりませんから疑はしい加入者の番披な i
| ぽなりませんoC本項に就ては次項の「番続簿掲載

どは番披簿等でよくお調べの上お掛け下さい。 I
E 請求及取消」と巻尾にある「請求書を御健出にな

!無料の電 話 | 同にお掛けになる電話でも

度数料を徴枚致しますが.お掛けになる場所

る1J11入者各位へ」の部参照)

峨つては無料で取扱ます其の電話は本椴|料金の納期

紙のi人j偶IJI:j日載してある無印の電話が夫れであ

ります。

L料金の哩琵J1悶の中途で電話:t/r，日通い叉

iは機械の増設、私設電話機の接繍首長距離通話装置

をし』郡部へ移将しにとき等は、共の日から増加

しに丈の料金K:tJして日割計算になります Q 日割

計-算のプ1-法は開通の日から其の矧の終りまでの日

教に料金の年額を「カク」て一年。日銀三百六十五

日で「ワノレ」と料金が出ます。例へば四月十日に乙

競卓上電話機をー箇増設致しますと

22円×?2H=2.940
dOi) 

郎ち第一期分の附加伎用料はまIH立凶国i九十凶銭で・

あります，

|電話の使用-料等1電話料金の内・次の料金は現

金で郵便局へ納めるので必や納付期限の十日位前

に「納入告知書」を送付致します。

(イ) 基本料ー附加使用料.度数料、は一期間の

三箇月分を合計して凶丹、七月、十月、一月の各

々共の月の末日が納期限です、度数料は御使用

になった後に三箇月分宛を計算致しますがー基

本料は電話を御使用になってもならたくても一

期間宛を前に納めなげればなタませぬ B 叉附加

使用料も増設機械類の撤去.駿止、長距離遜話

援置の駿止等の御請求のない聞は基本料と同様

です。基本料、附加使用料.皮数料。納付即j問

は下記の通りです。

第一期jは四月一日より./， )J三十 -Llまで

ノ
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第二;目は七月一白より九月三十日まで

第三期は 十月一日より十二月三十一日まで

い。納入期までに何等お申出がない左きは、お手許

iこ届いて居るもの kして慮理致します。

..旬、 電話の使用者主加入者ξ達点、場合に使用者が加入者

の名前を知らない震「宛名の者は同居せi'J等の付舗

をして告知書や書面をお返Lになる方があります、

局て・は止むを得?加入者の住所へ再選致Lますが、

こんなこ主のない採に他人名義の電話を借りて使用

して居られる向は能ミ名義人と連絡をとって行遠の

第四期は一月一日より三月三十一日まで

• (ロ) 電話線接続料は郡部ヘ電話を設置するとき

. ，. 

或は郡部で電話機を移轄するときに限れ一丁

迄毎に十八園宛を納めるので、謂は Y郡部線路

の架設費と云った援な性質の料金です B 此の料

金をお納めに在ってから工事をすることになっ

て居りますカ、ら、早くお納めになれば夫れだけ

早くか Lる諒ですc

(ハ〉 電話補修費は機械を破損、亡失のと合共の

部分の{彦経費又は弊償金ですO

〈ニ) 電話番披簿掲載料は電話番簿読に充の名義

ない様にして下さい。

機械設置場所と加入者の住所'e相、達する場合、納入

告知書を加入者の住所に宛て登迭を希望される向は

強め料金課へ書面で其の旨をお申出下さい。

料金滞納、通話停止、加入除名

や場所の掲載方を御請求のとき描載衝に従つ l声高雇用料市外遇話料) 及附目使用料等を告

て毎年四月十日迄じお納めになるのでeす。

他人名義掲載 二十五国(鶴間部名脚ー)

重複掲載‘ 五 国(~普通窓略鎚~"t')

使用者名義掲載十五回(礎控翠伊)

知書;に指定しである期日までにお納めにならぬと

きは、共の滞納期間中.止むを得す逼話を停止

致しますQ

_"... ~_ . ，'.... (ff!将柄終媛械や私波'olt¥ ー

設置捌拐殺 ー圏五十銭(培225抑制)1 r主主豆一生iの加受けて三十日制

〈ホ) 電話通話料は??;局電話加入者相互の通話以

外の遁話料金で例へば麹町に住んで居る電話の

ない人を呼出して遁話をする時の呼尚料や横演

とか水戸とかへ話をする市外通話料や市外通話

し?ことき又は共の停 11-.度数が一年間に三回以上iこ

なったときは.加入から「除名Jされることがあり

ます。

申込の輪開棋の月けを合計して沼紛li除名さ性主jは除名の日から一年を経過せ

した翌月の二十日迄に約めるのです。
ぬ中は蛍局の加入者になることが出来ませぬ。

1・.l 上詑の料金は賞局から納入告知書を機械設置場所を

肩書に山入者に宛て縦L・其の金額を切 ら|料金還付語求の期間

せ致します。納入告知書は納入期日より凡そ十目前

lこ郵送致しますから、高一其の期日になっても、屈か

( ~L: ....><> 7050(5) i 
なけれt-r料金謀i背山お--1005(6)Jへお問合せ下さ

犬鑓下認のmlです、詳細は電話規則十七僚を御覧下

さh、。

r 
M 

つ
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五箇月間{誤徴牧の料金叉は電話
使用料及附加使用料

i右予掲載の請求反京消!

(四)番競簿掲載請求及取消
地入の電話を借りて

使用して居られる方は B 四月 一日まで陀名義人か

i無料掲載請求! 下記例の如き掲載請求は杢部
(番批簿末尾掲載第三十六濃ら他人名義掲載請求書

書式〉な出す様にお取j霊びにならぬ主白分の名義

では番披簿に掲載されませぬ。掲載料は年額二十

t 無料であります、他人名義掲載.重複掲載等は料

金を要しますから下認の「有料掲載の請求及取消」

の項栓御覧の上掲載請求書をお差出し下さ b、9
五閣です，

番就簿二儲所以上t亡掲段(例へばイの部に伊藤三職業名を加味した氏名で掲載を希望せらる(イ〉

吉と氏名で掲載しタの部に出島屋伊藤三吉と裕貌

で掲載するの類〉を請求されると、氏名でも穏貌

るもの

犬山理髪応i別段の掲載請求がなげ{大山元吉
{れt-.r右郁jの逼氏名のみi

岡田小児科密院lしか掲載されません l 岡田玄庵 でも電話番就が判明すると云ふ利便があります。
。

共の掲載御希望の加入者は四月一日までじ請求書
総統i二職業名を加味して掲載を希望せらる(ロ)

を御提出下さ h、ー掲載料はー笛〈第三十七読書式〉
るもの

所毎に年額五闘ですe
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議て他人名義叉は重複掲載請求のしである方で、

翌年度番誠簿に掲載の必要のな〈なつに方は

|毎年三月十六日|までに共の取消請求書を蛍

越後屋呉服庖

官官

桃太郎因子
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局加入諜へ御提出にならぬと番競簿じは掲載され

なくとも次年度分の料金を徴JjXされま す。

議~Jjt及氏名の掲載を希望せらる L もの

議詞幸

(..，、〉
<， 

甲種増設使用者名義掲載，増設及接続電話幾設置康末

場所掲載と云ふ方法もあります。共の番Wt簿掲載国被fH島i青吉

の鐙裁は大鐙嘗局加入課の電話の様に表示される田中貞吉

のでありますく番就簿表紙裏を御参照下れ、〉掲下記の如く氏名が通俗の議昔に依らざるもの又は

載料は前者はー名義毎に年額十五菌、後者はー筒

. p;r~手伝年額二回五十銭であ D ます.

語読困難のものも間違な防ぐ局に掲載請求書をお

差出下さる様願ひます.
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電， (番競簿掲載省略|他人に多くの電話を貸して居|代表番読を呼んで接捜を請求されると、共の内説中

; Iでない番践に接績されますからー 通話者獲方及電話
雲| 山加入者及番披簿へ掲載を希望・されぬ加入者|
内I . -~ --_ -_ .---. --. I交換作業上の手数時間が大いに紛れます。代表呑

iまB 番披符掲載省略請求書〈第四十銃書式〉を四月|
I ~読に依る加入者は市外通話呼出等の請求をなさるに

一日までに御提出下さい。殊に貸電話を津山所有|も、名刺庚告等に呑放を印刷されるにい必十代表

して居られる向で前記の他人名義掲載請求もたさ|番坊のみを表示する事が必要です。

らぬ方は、容貌簿へ共の電話を掲載しても何の役|自働式局加入者は機械設備の関係で、掲載例にもあ

にも立たぬのですから、掲載省略請求をお差尚し|る通り短距離と長距離とは別々に代表番放を定めら

~ 

下さる様お願致します。

(五)代表番競の取扱請求

れることになって居ります。従て自働式局の掲載例

で申せば市内通話及び普通の市外通話医域と通話す

る場合は京橋1101番で四加入の電話中E 話中でない

同ーの掲載名義でご箇以上連続した番税をお持の方|ものにつながりますが.長距離通話の揚合は京橋11

'は、仰れの格競の電話につながれでも用談金携し得 I0:1番以下二加入だけより使用II~* ません。

:る様に設備しである場合(例へば私設電話機を接締|代表番読め取扱を受ける加入者の電話で， )，主績評鋭

してあるか又はー連続帯放の電話が同一揚所lて在る様|になってゐないものはー勿論J与の電話;許税ば苦手放簿

な場合〉は代表昏銃取扱の請求が出来ます。 Itc掲i放されます。

|代表格競の取放を請求された連鎖番放の屯l訴はー可
代表若干放の取扱方を御i請求忙なれば、下記の様に最 l

|成兵助させない様じして下さい。止むを得す之を動
先}l!日位の番放のみを電話番披簿に見易い援に遠つ l

かすときは終りのものから具勤きして下さ k、。番披

わ

た形式と活字で査載されます。

A.代表番鋭の掲載

が述-綾せぬと代表番抗の取扱が出来芯くなります。

向山イ司太郎…・…国(1)小石川85-1000(4)

H.持活の掲載
(六〉電報託送

手働式局 A
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和‘

電話)JI1入在が共の電話で電報な出した り又は受けた

りしようと思ふときは.議め京京中央電信局へ届td

てB 共0取扱を受ける事が出来ます、詳:I:IIJは巻尾。

叫

自{動式局

A 代表番放の掲載 |電話託迭電報設受心得に就明寛下さい。

{ 京橋56-11011
何山何太郎・・--i l(4) 

(恩(2)京橋58-1103)¥-';I -ート担問時4ー一一一-

B.普通の掲載

/京橋56-1101

1 京橋56-1102
何山何太良J~'.... .......~ 

|園京捕56-1103

1国京橋己6寸 JOl
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電話使用上注意すべき事柄 電
話

(一)自働式電話を御使用

になる方ヘ御注意

IIJ廻轄盤に関する注意

~特盤は後{言昔が閲乏てから延!すこと

~ij等盤は指止までさつもり廻して放すこ

と

先づ局番放を廻してから電話番'5J;~を廻す

こと

rOJも番放の中ですから必す:、廻すこと

廻幣盤は中途で、廻}協を止め129後反りさ

せぬこと

話鋭を~し違へたら一旦受話器を駒けて

来最初から呼び直すこと

延1韓盤をえJ.r!!す途中で鋭、金物に関れぬこと

III呼出 し上の注意;

。皮々お掛けになる電話喬波等は本部7最終

の電話番波書抜+i却を御利用下さい

電話機に向ふ前に相手の局番放と電話番

銃主を能く 1I'在めること

。呼出中iこ「ジージ -jと云ム断総昔が間交

たら話中です

i呼出中にi司ヅーツーJと云ふ断続昔が間交

?とら先方につながって「べ~}VjがI}烏って居-

るのです

同一共同級相互間の逸話は115喬(局番競

なしの三数字)へ

園通話中の注意

通話中は廻il等盤に手を鰯れぬこ左

話器を掛け、掛りた方から変附んで家|賃

.上
るのを待つこと !注

市内と通話中には受話器掛金物に手を鮪|手

れぬこと

O市外地と通話中に交換手を呼ぶ場合には

掛金物を上下すること

。話中に電話機か ら離れる時は受話器を掛

金物に掛けぬこと

liI終話後の注意

。話滋みのときは必す受話器(耳にあてる

方を下にして〉を掛金物に掛けること

。受話器をはづし放 しにすると 一時線を切

ります

III電話番号虎の取調

市内加入者の電話番放が分らぬ時は

i100j番(局番裁なしの三数字)へ

Tb"外各地加入者の電話番放を聞くのには

i105j番(局番放なしの三数字)ヘ

圏電話の故障

白局電話の故障に就てはil13J苦手(局番銃

なしの三数字〉ヘ

。{也局電話の故障に就ては故障電話の属す

る局のr0060J香(局番鋭を附けて六数字)へ

亙「火事」逼報上の注意

出火の場所を泊防署J 知らせるに は

i112j番(局番競なしの三数字)へ

出火の場所を開〈局、に r112j番を11手ば必

こと

き
事
柄

。通話中iこ切れたら呼ばれた方は直ぐ!と受 !圏電話託送電報に就ての注意
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擦の掛金物を三四図上下すること

(1;終話後の注意

。話済みの時iま必宇受話器 (耳に蛍る方を?

下にして)を掛金物に掛けるニと

。受話器をはづし放しに すると一時障碍と

見イ放され不通とな bます

~電話番号虎の取調

自働式局加入者の電話番競を開ぐのには交

換手に「自働百香Jと告げ白働局の案内係

。電報はi;)4-5001Jへ〈詳細は巻尾「電話託送電報

設受心得J 参照のこ ~)

~事務用電話に就ての注意

自働式分局長への申告はil16J番(局番競

なしの三数字〉へ

。加入事務代関することは 28-(zzgへ

O料金代関することは………36-j7060(う)ヘ
17065(5) 

。電誌の工事R関するこ左は…:56-7055へ

電
話
使
用
上
注
意
す
ぺ
き
事
柄

"̂' 

手働式局加入者の電話番競を開 〈のには相

~尚詳しい使用上の注意に就ては 「自働式電

話の寂扱に就てJを御覧下さるとー麿判明

致します
手加入者の属する局の五U番へ

。印の項に就ては自働式局加入者も手働式局加入

者も同様に御注意を顕びます 市外各地加入者の電話番放を関(のには

1-大手6000番Jへ

~電話の故障(二)手働式電話を御使用

になる方ヘ御注意 電話の故障にwtては故障電話の属する 局の

「六十番」へ

関「火事通報上の注意

出火の場所を消防署へ知らせるには交換手

に「火事、!と明瞭代告げること

ltl呼出しょの注意

。度々お掛りになる電話番競等は本簿最柊

の電話番波書抜械を笹IJ利用下さい

相手の局名と番援は能〈確めた上明!僚に

函電話託送電報に就ての注意

。電報は牛込5001番へく詳細(t巻尾の「電話託怠

交換手へ

交倹手へは交換上の要件fごりを告げるこ

電報愛受心得jを参照のζ 止〉

画事務局電話に就ての注意
、3

。加入事務に関することは・・大手 f~υ00需(5)
l乃800番(2)へ

0料金に関することは…青山(7060香(5)へ
l70G5蚕(5)

。電話の工事代款では………青山7055番J

電話の申告は自局8000~へ

。交換手に番銃を合げ?と後「クージーJと云

ふ毎月総音が郎乏たら話中です

。「ツーツー」と云ふ断銭苔ーが関全?とら先方

につながって「ぺ)VJ泊:鳴って居るので

と

~ 
9 

ltJ通話中の注意

。通話中に切れたら呼ばれた方は直ぐに受 111尚詳しい使用上の注意に就ては次項の「電

話案内Jを御覧下さると一層判明致します
話務を掛け、掛けた方がら夏代呼んで来

。f:fJのf買に就では子働:c¥局加入者も白働式局加入

者-も[r;J様i二栴j注意を碩ω止す

るのを待つこと

通話中 R交換手~~・呼c.ょになるには受i活
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手
働
式
電
話
問
答

る事はありません、若し事費左様の事があるとき

は.それは機被の故障でありますから.早<gl]の手働式電話問答

方法で局へお知らせを願ひます。

(ー)交換の取扱方
受換手が怠けて居るのでは無いか

交換手の仕事程際の無いものは多〈ありません、交換手は大抵何秒で出るか

限も口も耳も雨手も同時に絶えす=働かせねばなら加入者がお呼びになると局ではラシプが貼火しま

ぬ受身の仕事ですから、自己の都合で一寸E ープすから、受持の交換手は直に「何番へ」と御返事致

クと云ふ様に仕事のゆとりを取ることが出来危いします、尤も一人で大勢の加入者を受持って居る

ので・すE 交換手は一時間に二百度位の交撲を扱ふ詩に、交換手の方では随分忙がしいので、呼ぽれ

のを標準として居りますがー中には新しい者も居てから多少の時間お待た‘せするので、すが、この時

りE 快員依勤者もあるのですから、三百といふ様間は遜くとも十秒以内に謄答ずるを標準とします

な教をf&はねばたらぬことがあります、それに勿論こんで居る時は十秒以上お待たせする揚合も

監督は大勢後ろに立つτ居ます、監査機械で監査ありますが， 併し仮令十秒と雌も随分待遼ひもの

されてゐます、仲々怠けて居る rこではありませで、一分も二分も待たされる感じのするものです

ん、これが十二、三歳から十五、六歳のかよわわから、精々早く btJ，る様気を附けて居ます。

女子です、殊に直接加入者に藤野するのですから

随分気骨が折れますー加入者カ、ら叱かられて泣き幾ら呼んでも出ないことのあるのはどうした

出す者も屡々ありますB 電話を使ふ方は交換手の鐸か

仕事に同情を持って頂きたいのです。

先方の加入者の出る迄に何秒、か与るか

交換手は先iこ呼んだ方から順に御返事しますが.

一人の交換手には加入者二百名以内の多数を受持

先方の加入者がお出になる迄には、三十二秒乃至
?こせであります、殊に夜間とか早朝とかは其の二

倍も三倍もの加入者を受持たせてあります、一時
四十五秒位か L ります、ベルが鳴っても直ぐお出

にならえ主い、中には五分以上も出ない方があって、
に方々から呼ばれる場合には‘ 勢ひ後の方へは~:目

掛けた方も迷惑であれ交換手も随分因ることが
蛍の時間がか L りますー一日の内で午前は十時、-1・

一時.午後は二時E 三時頃が最も'l'tLい時ですかCJ 

あります、ベルの鳴ったときは早〈出て頂きたい
らーどうしても手間がとれます、休祭日の前後の

のです.
日や、株式相場の費動、火事共の他め突議事件の

幾ら待つでも相手が出ない草のあるのはどうある時には殊にきうでありますE一つつなぐのに、

した誇か二、三十秒伎か Lりますから、同時lて二、三軒から

加入者らか呑践を承りますし先づ先方の局の交呼ばれると六=七十秒はか Lります。

換手を l呼山しτ悉読を告げます、先方の局では其交換手の応答は一分間以上になったのは特別の事

番披へつなぎながらrl1絡線を指定して来ますと、

共線へつないで留レて主主流を怠って先方心加入者

故として慮寵して居ります、十分も二十分も1-11
1な

いと云ぷ、二}jもめりよすが.普通モんなに長くか L
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のベルを鳴らします。共後は話演の信就が現はれ| て居なかったと云って、 :81]、言を間〈事がありま

手

働式| るまでは次の仕事に移って居りますから、先方の l すが、故意に不賓の事を申すのではありません。

電| 加入者の出るのを見届りるわりではありませんー
話

思| ですから掛げた方が受話器を耳にして先方の出る |一つのお話が済んで直ぐ外の加入者へかける

めを待って居ιるh時tこ、交換手の方では御話は I篇に局を呼1，~と未 t;:_'線15，切れて居らぬことの む

既に潜んだものと関連ふ事もありますー叉掛りち あるのはどう した誇か

れた加入者が待粂て幾度もがチヤガチヤ受話器掛

金物を上下する震ー話が済んだものと誤解して接
お話が済んで受?tl~器を掛けると局の方へ詩情のラ

績を切る事もたいではありません。
ンプが貼火しますから、そニで度数守一つ計算

時には先方の宅で受話器を外づして居る事もあり
に入れてから線を切りますh 此のランプがついて

ますB こんな場合には幾ら待つでも先方が出る筈
から交換手が切る迄には十秒乃至二十秒か Lりま

はありません、叉機械の故障で先方のベノレガ鳴ら
すB 此の切る手績の了る迄の問に加入者から縫い

ぬ事もあります。
て局を呼ばれても直ぐ御返事が出来ぬ揚合があり

ます、お話がすんでも受話器を掛けることを忘れ

られると.話演の信披が出ませんから、交換手が

「お話中Jと云ふ事はどうして判るか
切る事が出来ませんQ

電気的方法で容易く判ります、つなぐ経線の?請を
お話の潜んだ後で、すぐ府方共他へ掛けようどし

相手番続の孔の口金に蛍て L見るだけでよろしい
て局を l呼ばれると、丁度話中と同様の献態になり

のです話中なちば交換手の耳ヘガリガリ音が問え
局では切る事が出来ませんから、続いて外へ掛け

話中で左けれは前の音も問えません、他局の力n入
ゃうとする時には一旦引込み、更に一分位の後局

者が話中のときは、中縫交換手からジ{ジ{の音
を呼ふ方が都合よく運びます。

を送りますから、交換手の眼にはランプがついた

句消えfこりして表はれる篤‘「お話中ですJと断る 同じ電話へ績いて掛けて受換手が話中と云つ ‘;l 

ことになります、此ジージーの音は加入者の耳に たり故揮と云ったり出ないと云ったりする事

聞えることになって居匂ます。 があるのはどうした誇か

或方が交換手が面倒だとい L加減Kお話中だと嘘 交換手のi焼の様に忠はれますがE 貨は機械上営然

をつくのではなh、かと云はれた事がありますが、 な次第で.受話器がはづし放しになって居るので

之は全く邪推であります、方も機械の故障で、お話 す¥ 130 ち局tは l乎H~ ランプがつき切りになる局、

rl1の信号虎が間遣って間へる事もあめます、こんな 受持交換手が幾度もfiiて見ますから￥他でつなが

時には{去になって調べて見たら先方は話も何色し うとする交換手には話中の信放が悶えます@



明

叉受持交換手が幾度出ても E 加入者の返事がない|受換手が「何番へ」と云ふのみで引込んで仕舞-

手

ので試験係へ移され B 献験係へったがれるので共 jふ事があるのはどうした誇か i雲
の間故障の信就が附すo I 加入者が番競を云はふとするとり引込んで仕舞 15
然しいくら局から呼んでも E 受話器がはづしてあ| ム之は非常に忙しくて同時に五人以人も呼ん|思

つてはベソレず鳴らぬ矯め、加入者は出られぬので

あります、之れで最初はお話中ですと云ひ、与えに

は故障ですと云ひ、最後に Eうしてもお出でにな

りせんと答へる様な事になめます。

話の逮中で切れるのはどうした誇か

これは加入者の最も御迷惑注事ですから、極力注

意致しますが共の原因は色々あるのです。

前に述べた通り話済の信-放が出なげれば切らぬ筈

ですが遁話の込み合ふ時間には交換筆の箆十本の

コードは丁度線のもつれずこ様にあちらこもらとっ

ながれてありますから斯う云ふ際に交換手の紐線

やランプの見透ひ、お話警の問主主でを芝f言の局か著

信の局か何れかで謀って切る様な事が起ります、

叉機械の故障かi熱気にもよりまして、話済のイ言1JJ~

が間建って穎はれる魚お話中K切る事にも í~ りま

すー之と同時に加入者側の使び方が間違となるこ

ともあります、印ち話の途中に←寸引込んだ句、

受話器掛の上v;.'下けの仕方が惑かつにわ、局交換

手'T.....r毛シモシ」とお等ねしても御返事が無かった

りする と、話中切断になる事があります、此外に

私設交換手の間違で途中に切れる事があ旬、或は

ご.!;皆で街i話の最中に階下では他の方が知lら宇、にス

ヰツチを切って外へ掛けゃうとしナこりする事も少

くなh、の℃す。

で来る様な時間に往々起る事です‘ ~pち加入者の

番吹を告げられるのが一寸隙があったりー叉は其

務が交換手の耳K入らなかっfこりする潟ですが、

多くは交換手が多忙の震に沈著を快いt居る競合

です、然し幾度も交換手が「何番へ何番へJと云ふ

のみで引込むのはー加入者の送話器か交換手の受

話器の故障で加入者の聾が聞き取れぬmであわま

すからー早く別の方法で局へお知らせ下さい。

他から掛って家て話中に*ヴと切れたから局

を呼ぶと「何番へ」と受換手が答へる、局の方

E で切って置き乍ら「何番へ」とはどうした誇か

こちらからお掛りになる篤め局を呼べば褒信蚕の

交換手が出て取放を致しますー他から掛って来る

場合には著信の交換手がおつなぎを致します、此

護イゴと著イ言とは機械が杢く異つに場所にありまし

て交換手も別の者であります、著信事iの機険は一

つの局でも数十席ありまして、数十人乃至百数十

人の交換手が方々の機械から共呑読へつなぐ事が

出来ますから E或加入者が他から呼ばれて来ても、

それはどの交換手がどの席の機減でつないだかと

云」、事か、存易促判らぬのです、そこで話中に線が '

切れてから局を呼ぶと、受持の護信姦で ランプが

ついて、褒信の受持交換手が「何番へ」と出ること

になります、交換手は共加入者へ何庭からつない

で・来て居丈のかもー又切れた事も全く知らないも
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別のボタンを押して自局或は相手局の著信重め交のですから、初めて呼ばれたと同じ様tcr何番へJ

換手を呼んで共番強を通知し、且つぎの中纏線で

つなぎ合せるかを打合せ、例へば五若手乃線と極ま

と際;答するのです.

此時こちちからもお掛けになると南方で呼び合ふ

震め、 E ちらも話中の獄態になっτつなぐ事j)~ 出

手
働
式
電
話
問
答

れば、呼んだ加入者線へつないだ紐諜と釘の呼出

じ
紐右五番の中緯線の端へつなく¥此五番の線は柑来ません、更に掛かって来るのをお待ちになるの

手局で著信蚕の交換手が相手番競へつなぐのに使ヵt一番早道で且つ料金を携ふ必要も起りません。

ひますB 無論つなぐI請には話中を調べ、話中ならベルが鳴るから出て見ると何慮からも掛って

f:fジ戸ジーの音が出る穴へ挿す篤め、支持交換手家ない、局を呼.s~と「何番へ」と5E換手が云

ヘジージーの音が間ヘて「お話中です」と断りまふ、今呼んだではないかと云ふと「湾みませ

す、著信牽交換手が話中でないミとを知れぽ‘ずん間違で御座いました」と答へる叉暫くして

ぐ五番の線の端を相手番強へつないでから、呼出
本嘗に掛って来るこもあるのはどう言ふ誇か

の信競が出る事に友ります、そこで先方の御宅の
著信の交換手が他へつなぐ時，一寸揚所を取り遠

ペルが鳴ります。
へて穴へ挿したり B 又は間遠へて呼んだりする事

お話が済んで南方が受話器を掛げるとー一封の紐
もあります、機株の故障で自然にぺJレの鳴ること

に封ずるランフ・が二つ鈷火します.褒{言受持交換も無いではありません、又加入者が間遠へて掛り

手が話演を踏め通話度数を登算しk後、南方の紐ために気付いて引込んで仕舞はる hこともありま

線を切りますと五番の中稽線のランプが黙火しすB 何れにしてもつなぐぺきで無かつ大時にはー

て、著信肇の交換手に切るべき事を知らせます。交換手が設見して直ぐに切って仕舞ふから E 加入

受換手の言葉!ま無愛想で素築ないがどうした

者がお出になっても話が掛って来ないのでありま

す。そこで加入者が局令呼ぶと前にも申した~m り

議古、
受持の護信基突換手が「何番へ」と出るので、すがー

交換上のJJr.霊すにはすべて交換手用認を一定して使
今呼んで来たじゃないかと云はれるわ何も知ら

はせます，とれは忙しh、交撲を数多く扱ふので、
ぬ交換手は俄令自分の過失で無いにせよ、電話局

民に一秒時間をも宇ふ~め、意味の分る最低の程
では何慮かで間違があったものと推定して』代表

度に出来る丈り言葉を簡草に切りつめますー従つ的に「務みません間遠で御座いましたJと御詑びを

て自然気忙しく早口になりますから、女子の言葉するのですo -旦切れたのが間違であった揚合に

に不似合な無愛想に問える事になりますz然し加は間も無く本営に掛り直して来ることになりま

入者に到して親切丁率にと云ふ事は、繰り返してす。

注意致して)乏る弐第でありますが.交換手の用語

， i二依って不親切だとお取りにならぬ様蹴υます。

電話はどう云ふ擦にしてつなぐか

受持交換手がrM番ヘ」と相手番読を等ねてから、
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に酔った人 や年若い方などに多U、様ですが.交換

手は現に日ilH告を執行しつ Lある公務員でありまし

てふ一般の男子官公吏とイlす等異ふ所はないのであ受話器掛を上げ下げする時どう云ふ仕方が一

りますー之に釣して自家のk子に釣してすら後せ番良いか

られなレ絞及、如何がはしい言葉を応ひて怒鳴り
防が/:Hないとカ、話中に切れたとかー話中に問へな

やJ-{jるが如きは)ffu:合の恋風習だと忠ひます E 交
くなったとかした時には主左手で受話器を耳に宮

故手が壬iミ年位で続日iRずるのは、加入者に篤号され
-rtニま L右手で持金物を四五回上け下げして下さ

るのが苦しレからであるとは、多くの若い女了aの
い。さうすれば褒信;室の ランプかポツポツと貼滅

告白であります、加入者に於かれでも此港の事情
しますから、交換手がtUて*まず B 上げ下けは静

を御倒的を鼠ひます。
かにしなければ捜減の工合が悪くなりお話が出来

受換取扱に謝する監督はどう云ふ様にして居

なくたりますE 叉上げ下けの法さは佐日寺計の音位

で了度通話です、早やすぎるとランプ・の貼火が現

はれな~~)叉返すぎると話済と間違ひ、長すぎる

るか
と交換手は肖る事が出来ないのです。

蛍局に監査認を置き監査機を設けて、座ながらど

の交換手の取扱でもー iEt査する事II'm来る仕組.に

しであります、此監査機では加入者が局を呼んで5E換手に怒鳴り付けるのは何故惑いかリ

からおおが渋むまで‘加入者のお話も交換手のi箆誌なに~ペた~ffi り一人の交換手は b 一時間に二百

も共取扱方も.竿:を指す如く機械に現はれて来ま

ずかち、 交換手の取倣に不都合をき芝兄しにときは

容赦なく取調べて犬々潟分します.叉各分局には

回以上の通;:舌を~J. J及はせ る様(~さで二百名以内の

加入者を受持たせてあ ります E ところで共中の}

人の加入者の方から.何か八釜敷く怒鳴り付けら

監督機械を設けて、常に監督者が交換手の取扱をれると 、何分年D若い者の事ですカ、ら勢ひ精示111;伏

監視して居りまT。態に影響そ及除して .他の加入者・の取倣ひに間違

共他巡回員が深山居て.加入者の御宅をiiill.!1まれや事故を起すこ とが力引、とも限りません E 仕事の

御宅の方から局を呼んで取扱の良否を監'腎します能率を大鐙恋くし‘従って他の加入者じ迷惑争及

I:J 

加入者の方で御気付の康はE 御法庖:なく分J.，)長又t云す事になります。

は主事に中出 を阪ひ ます.局でtま具館1~IJD御可i 告勿論怒、q烏ちれるのは、局の方に不行胞があっ?こか

にまJしては之を監'皆の資料に用ひて、事業の改普らで御無理の無い事でありませうが¥'何分一人で

を計る事l亡致皮いと思びます。多数の加入者を受持って居る事で、且相手の局も

あれば又私設交換憂もあわる共問惑が必やしも共

の交換手とは|浪らお誇でありますから、←慨に交

局内に於rtる監督はどう云ふ稜にして居るか

し之，.z:針し?人の監督交換手凡そ八人をー溜u
持の交換手を叱立せぬ校希笠しま す。

交換子氏1'1しお雪軽侮の言語を畿せらる与は‘活 i
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者(主事怖とfmず〉、向存J匹!組J亡霊tL一人の割合で なると同じお;に、局つ言tJ:rIC~呉はない E 信じます

手i女子~òlj任官を配置して全践の取締jを致して居りま が、加入者の控と一致せぬ事のあるのは甚だ遺憾
式轡j

す。 2工事です、共!京区1は失の事IC腕すると思ひます。
時

言古 監官者は組員と共に動f'loじますから、 ~t凱が徹夜 l (ー〉話の分ちぬとき
flij 
lAJJ IJ 一… 督 閥 者も矢削馴iJNt) 'rf&徹故肺夜しM川叩て叩U (二〉話中に切れたとき

を離れる事はありませんコ (三)tll手迷。のとき

共上に女了書記と男子主事が各分局長や各課長の (四)相手不IHのとき

-r'.に居て E 笠夜執務して尉りますから、交換手の (五)相手のtHカ・の遅いとき

取扱i亡不行届のある揚合は、共局の八千番を呼ん (六〉其他お話の m ラ~なかった場合

で分局長なり説長なり又は主事に御申告下さる様 ~Ffて、共の事を交政手にお去り、になる可去を告()

希望します。 ゃにお引込みになる~め、交換手 l計百が完了しk

ものと思って度数i亡入れます。故にか Lる揚合i二

は、共の都度お引込みになる前に交換手に其の旨

(二)度数の計算方
お知らせ下さい.5えに又

(七〉掛って*て話中に切れにのでこちらから先

)J・へ掛けたとき

通話度数はどう云ふ援に計算されるか (八〉無料の積りで砂けた電話が有料であったと \~ 

度数は完全にお話が瀦んでそオ?を切るときに、掛
き

けた加入者へ一度を計算致します、其カ法は電話
(jr.)illiはHI来なかっfこがB 加入者の間違であっ

番抗一つ毎に電気度数討が付けてあってボタンを
7てとき

抑すと数字が一つだけ進むやうに出来て居りま
士宮;は*11挫の方と一致せぬ事になりますもそれから

す、各7m入者の皮1設計の数字は毎!明末lニ潟呉をJ最
附力11使用料、基本~~I 等を度数料と i昆務ーして御計算

って釘照致します、共同線、連接加入者の場合は
になるおめ E 大愛な度数の差迷を生十る事があり

完全に話が済んで切るとき E 電話番号虎を通話票に
ますO

、'l

記入します、とれは釘:日係が桧宜1i照して間違刀

無し、様iこ致しまJ。
|間違ったのを度教に入れる己とl蜘か

(ー)局の間違 C話の分らぬとき E 話中j二切れたと

き、相手の建ったときー相手のIHないとき、

局の計算と加入者の控とが一致せぬのはどう|
相手の出ぬ~H[ 話を中止するとき等は度数に

入れません、然し共の事を云はなければ交換

した誇か
手に判らぬ場合が多いので、共揚で交換T叉

度 数叩 は監督にお話になれはば必宇相違無く取消し

ら、加入者ii御白~予の按が間違が無いとお信じに ます。
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(三)私設交換機の交換
は計a算に入れますO

(三〕他から註i‘って来て話中に切れたとき、こちら

取扱方から掛けると一つの新しい褒信となっτ計算

.z:入れますQ

私設交換機を経て昂を呼ぶとき乎問の取れる
(四)1~ll でつなぐ電話は定まって Js ります、品。

事があるのはどうした誇か
電話でも料金説付仏課等へ側けになうた!

私設交政手と局の交換手、と二筒廃で呼出の手続を
のは有料として計算!'C入れます。

重ねる鏡、普遁の二倍以上の時間がか Lります、

共外に私設交換手が自己の方ヘ局交換手，~引付け

ゃうとして、多くの局総から一時に局をi呼ぶ僚な

習↑民がある結果、~方喰逮ひが出来て然駄な手数

がか LわE 盆々先方を日子lHす-3乙に手I!JJ取る事が向

受換手が加入者に叱資された返報iこ一度の通

話に二度も三度も計算する様tJ事!ま鈴いか

米ますから此黙は注意を要守ることでありますO
往々とん友推量をなさる方がありますがこれはを

然把憂に属しますiたして左様な事はありません、

第一に辺話票ーを作る場合には、一つの交浪を扱つ

話が;湾A.Iで暫らくしてflliへ掛けようと Lても
て二枚も作ればすぐ監管の限に付きます、若くは

i局の出ぬ事があるのはどうした詩か

次陀度数計が付げであ って其のボタンを押す場ー

検fE係がを支見します。

お詩情のときは先づ私設交換機へ其の信放が H~て

私設交換機IC切るとも };ijへ誌が?の伝説が現はれる合には z度数計は巧妙に出来て居 り一度の通認に

から局でも切りますー モうすれば局をおi呼びにな釣してはE 何度抑しでも共の数字は一つしカ'進み

ってもすぐ交換手が出ます然し私設交換機でつなませんから、故意i乙二度も三皮も進まぜることは
乞y

いである間は、加入者から他へ掛りようとしても容易に出来ないのであります。

局の方では分らぬ1.0め交換千はlHません、著信の叉監F皆が絶えすz監硯をして居 わますし殊に何れの

お話が済んだ伎で局をおi呼びになるときにも矢5長場合にしても、中央局監査認の観測原紙で交換を

。同僚で、私設交後機で平く切 らなければ、局で倣った時柔IJ 隻方の電話番号!足、感劃振等と釘服すれ

は呼ばれて居る事が分りまぜんから、交換手は出ば詳:が;品登算をしたかすぐ判って底分されますか

ないととになります。話法のときはI持に私設交換

機ρ切断の取扱を平く運ばねばなりません。

ら、 llt監'官の結果からも重複計算は!l13fミない様に

致してあります。
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私設交換機の交換乎と電話局の交換手とはど 1:私設交換手の仕事はどう監督すべきか

うして図i誌に佼事をせねばならぬか 私設交換手は機繊の作用を-illlり.1>得て居て、扱

私設交換手と局の交換手とは産主こそ遼へ自平等草
方に熟練・せねばならぬのですから、 1i絡は局で認

の前と後の王立で、どちらが悪くても人は乗れない
定しに人でなければ採用されない事になって居り

， ます、又交撲取扱上不通蛍7ごと云ふ事が分れば採
様に、 一つの仕事を字分づ Lするのですから、雨 l

i 用しに後でも、営方から産主の方へ仰照合して解
方揃はなくてはならぬのです、私設交換手がお客 1

I n設して]頁く事になります.局に於ても監夜機や巡
様だと云ふ凱をするのもよくないが，局交換手も|

! 回員によってE 時々私設の取扱を調査して居りま
親切を依いてはならぬE お互にi切り合って始めて l

i すがE加入者に於かれても、取扱の上から蛍然に急
電話の取扱が完全に出来、加入者の便盆を唱すの i

i さなりればならぬ局の指示事唄を守り、正確丁寧;
であります、ill来私設電話も大K後達して、私設 i

i に扱ふ践に充分監督して頂き?こいものです.交換
交換手の数も一千九百俗名もありますから 3 此の i

r i pZで雑誌な見、たり雑談をし?こりする様な事も凡・て
多数の人々と局交換手 tが協力して ‘呉面白に取 l

i 止めて漬かおばなりません、若し局の扱に就て不
t民主改菩ずる伎に努めて下さること は、屯話事業 l

i 行屈の引があれば、私設側の相営の監管者を通じ
のおに切Eをする所でありますっ i 

私設交換機の手入、修繕はどうすればよいか

私設交換機も多o論局交換践と同様に完杢でなけれ

ばなりません、共の手入が胞かなくてはどんな良

い私設交換手でも、話が完全に出来ゃう告は無い

のですから、不断に各部分を調べて少しでも惑い

所は.'9・ぐ修繕する桜に工事倍賞者を1主管せられ

?ごいと思ひますも時々蛍方からも私設交換機を拝

見に参ってー故障等は御注意することにして居り

ますが、加入者ゐ方々に於ても此漣のお手配を願

ひます、現在遺憾ながら此方面の御注;なyン足りな

い向がある様に見受ります。

て申告されるのは希望する広でありますO

私設交換手の員捻が重過ぎ?これ交換以外の用を

乗ねさせるのは電話がうまく行かない原因になり

ますから E 遁'活に入手を増す必要もあらうと思ひ

ます。

a 

、勺
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務

圏電話局の沿草大要
ヨえ闘に電話交換業務の始めて開始せられま

したのは明治二十三午1二月二十三日であ

ちまして、東京、横;安P!1T!=j~こ業務を開始し、
岡地問の通話事務をも恥扱ったのでありま

す。此の岱rrif~と h'1 ては未?ご交 Ilfl の利おと し
ての電話の支え用が一般に理解忌れて沼-なか

った局、蛍局者は宣終勧誘大lと努め ました

が、東京に於ては僅に百七十九名の加入者

を符:7'2るに泡ぎなかったのであります。従

て共の従事民も佐 々十数名でありま Lて之
陀今日の盛況に比I~えする liSは去に隔むの成
ゐりと云ふべきで ゐり ませう o :1%;の後放火
のj民総及i~ljlぶのをき TJJーを締まして、現子生に於
ては下記の好局主主と従事~!とを打するに宝
りました。来電話交後方式の女11うも、 最初

は磁石式であ りましたが、之を共'f正式に改

め百 TEtこ震災後五rr号、iの局lこは白働交換方式

を採用する ZJれとなりま L120 及電話料金も

創業日来均 一 íiì~ でありましたのを、大正九
年lJLfJJ 一日以降皮役立J!J に改めました事 i~ 0jt 
lこ御承知の返りでゐります。

]"j 名r，n:&!.同 日 I)iJi- -{r. J也 l Gj 考

{ド 月 nl I (大正十五年度lf'に
本川 |明治ヨ:U:Ufil抱 j !ln'，~銭 ~íjf. ITJJ: j r 1本椅)"jc ~f存復
浪 花 !いJ :;C).11.1JIIJ料品J'¥&1良川lj-j(乞の保定

飢 Ht!トj JILlomlfitS民八 '11町!(25azziお
下谷 ;{I1J ;:6. '1.201 r- 字~ I，\，'~ fJii ;民nIl[

芝 lN 426咋 M 変府ド!JHaz;域主皮中に
〈 椅 iH 4::.l2.11/反胤E三十日1]恥!

本所 JliJ -1:1.1:3.111本!汗 i直 林町i
示IIJ nJ :-J，.il:. <1.10.:nl'I<il'川区新銀 IHrl
小石Jlj{liJ G. 3.1;;1 小石Jil J'~k 柳II1r l

.:五 輪 IliiJ 7. 4.141加古川町九丁[11

九段 li』寸 S. 3. !ì j加!n\{~ :=帯 i!lrlf芥モ十五!rl'.皮Ijlに
1'" -. ". " I = "'J'''~' -'1''-"'Jlliil:iー-の涼定

筏平 'lliJ 9. ;;. 71成立民三!日J~Ir ! _. 
丸ノ内附 0.us|抱!l:j"1託銀剃/l1rt~大正十五 ~I-' 1ft 'tlに

'"' ~ . " '-''1 ，，".:...， ，"''-~X 71-"， "'J i l {江主の路定

訟 llJiいJ ]1. 3.301本JiJi'民民川町|

背 山 |附!向司 11. 9.1叫01亦坂厄背j山I幻i北町|

よ午iド1 込lド1，ヨ 1臼2.1.281ド川サ午l二込剖l医亙刺工 町

四 谷 |川阿rriJ 1~ . 7.町四谷 l恒延胞 p町町lり庁T 
. 

茅拐D附町iげfl阿 1お5.3.2お81凶口本前区iな浪i良ミ花町

函従事員数以正十五年四Jj-F[現在〉

竺 ~i~ ~ | 人 民lU1職名 :人

司j: :fi5行 l 2l|こ[手 i
技 師 ~II 主事長fJ ，
書 "己 011 :交換子 l

技 ヲ:1 03j|雇人
て);:iil.l Ni ' ~6~ ! 
d';務員 ;;i3l| 計

b-t 

!3R 
4i:l 

3，200 
lo;; 

壬，617

要 覧闇

~加入者数百通話数百交換手の能率及市外四
線数等

大疋十五一イF五月十日調にf衣る蛍局電話力n入
者扱は買~ ~3~ 加入七~r;~九千九百九十六 u 共同
級加入三千三百九十三、i1:絞加入七百二十

三、合計八高四千百十二でありまして、其

の一日中の総H乎数は約百夜;の多数lと上 b、

加入者一人一日平均のf!乎数は十一回であり

まして共の逗話皮数は八回と云ム事になっ

て居 ます、え加入者中最も遇誌の多いのと

最も通誌の少ないのとを調べて見ますと、

最も多いのは一日百四、最も少ないのは零

であります、共の職業は前者ーはf!j=合j没者は

~J践であります、叉話中の見通話の出来な
いのは総[l手段の二割五分になります。以上

の述i訴を取扱って応-る交換手の能率はどの

位 7hと云ひますと、交換手一人のり11入者

'支持放は約百三十名、-f[寺IfUの芯;繁交換取

扱肢は加入者去では約百五十、中総愛では

約四百になって居ます、叉Tli外 ξの通誌に

もI!J日する ili外回線の数は現在三百五十 fi.回

線であ bましてJU京から通認をmし得る局

24・ 1 1 九百九十七 (jltr天j の二百ば長Rli 自10 、 l~

の一日の辺諸H字数は三 1f~四千四百六十問、

共O)~込記j支欽は二高五千i壬1 "Liヘ十五になり

ます。

園料金 (.{I~領)

大正十四_{I~& の tE話 11文入料金は下記の返り

でゐります。

基本料
j支絞料

市外通話料

附カJ!使用料

'電話線接績料

他人名義拐議料

霊安名義3i~:1依料

甲杭増r没1Ji!用者名義)
i官立及接続電話機 ト
設ü立場}~'fj"r~ í[&f'~ ) 

け
河
ef
 

3，053l965，100 
4，459，982，010 
2，642，239，730 

l，002，97o;420 
395，217，00U 
95j560，OOO 
15，040)000 

45，000 

戸ト '1，665，019，260 
~窓口取扱件数及料金

大正十四年及ニ中の窓口に於ける有料文書の

取奴件WJJ之宮下記の通り でありまして、共

の総:金恋!六十七1.í~~六千五百五十入住i!Rj主〔
これを一日 ~1均にしますと約二千二両五十
五闘にな bますO




	004_その他資料_03
	005_その他資料_04
	006_その他資料_05
	007_その他資料_06



